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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備えた撮像装置において、
　前記被写体の輝度を検出する検出手段と、
　検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定する第１の決定手段と、
　前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定する第２の決定手段と、
　前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得られる複数の撮像回数
で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生成させる撮
像タイミング制御手段と、
　生成された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを生成する合成手段
と
　を含む撮像装置。
【請求項２】
　前記合成手段は、前記複数の撮像回数で前記分割時間だけ露光されて得られた第１の露
光量が、前記露光時間だけ露光して得られる第２の露光量よりも多い場合、前記第１の露
光量が前記第２の露光量に調整された前記静止画像データを生成する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　生成された前記複数の時分割画像データの動き補正を行う動き補正手段をさらに含み、
　前記合成手段は、動き補正された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像デー
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タを生成する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２の決定手段は、検出された前記輝度に基づいて前記分割時間を決定する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第２の決定手段は、前記第１の決定手段により前記輝度に基づいて決定された前記
露光時間に基づき、前記分割時間を決定する
　請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記露光時間に対応する前記分割時間を示すテーブルを保持する保持手段をさらに含み
、
　前記第２の決定手段は、前記テーブルを参照して前記露光時間に対応する前記分割時間
を決定する
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記保持手段は、露光回数優先モードに対応するテーブル、分割時間優先モードに対応
するテーブル、モード遷移モードに対応するテーブル、または曲線モードに対応するテー
ブルのうち、少なくとも一つの前記テーブルを保持する
　請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備えた撮像装置の撮像方法において、
　前記被写体の輝度を検出し、
　検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定し、
　前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定し、
　前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得られる複数の撮像回数
で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生成させ、
　生成された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを生成する
　ステップを含む撮像方法。
【請求項９】
　被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備えた撮像装置を制御するためのプロ
グラムであって、
　前記被写体の輝度を検出させ、
　検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定し、
　前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定し、
前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得られる複数の撮像回数で
、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生成させ、
　生成された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを生成させる
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像方法、およびプログラムに関し、特に、露光時間を分割して
複数回露光するようにした撮像装置、撮像方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラにより静止画像を撮影する場合、比較的長い露光時間になると撮影者がカメラを
動かないように保持したつもりでいても手ブレによって、撮像した画像にブレが生じてし
まうことがある。
【０００３】
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　このような手ブレに起因する画像の劣化（ブレ）を抑止する方法として、被写体の輝度
に対応する露光時間を、手ブレの影響を受けない程度の固定幅に分割して複数回撮像を行
い、その結果得られた複数の画像データに動きを補正する処理を施してそれらを加算し、
最終的な静止画像データを生成する発明が存在する（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－８６３９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の発明では、露光時間を固定幅で分割しているので、例えば、被写体
の輝度が低く露光時間が長くなった場合、分割数、すなわち、加算する画像データの数が
多くなって、画像データの加算によって生じる像ブレが起こる確率が高くなる。
【０００６】
　より具体的には、手ブレが生じている状態で撮像した場合、露光時間を分割して得られ
た複数の画像データに動き補正を施しても、現実的には画像内の全ての像が完全に一致す
ることは稀であり、一般に画像間である程度の像の差異は存在する。したがって、露光時
間が長くなり分割数が多くなると、複数の画像データに動き補正を施して加算したとして
も像が完全に一致しない部分があり、その部分においてはかえって像ブレが生じることが
ある。したがって、分割数（加算する画像データの数）は少ない方が望ましい。
【０００７】
　また、低照度環境下では１回の固定幅時間における露光によって十分なＳＮ比の画像デ
ータを得ることができないので、画像データの動き補正を行おうとしても、ノイズの影響
によって画像データ上の動きを正確に検出することができず、動きの誤検出が発生し易く
なってしまう。
【０００８】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、静止画像の撮影時において、露
出時間が比較的長くても手ぶれの影響を抑止するとともに、複数の画像データを合成する
ことによって生じる画質劣化も抑止できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面である撮像装置は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備
えた撮像装置において、前記被写体の輝度を検出する検出手段と、検出された前記輝度に
基づいて露光時間を決定する第１の決定手段と、前記露光時間を複数の区間に分割するた
めの分割時間を決定する第２の決定手段と、前記露光時間を前記分割時間で除算した除算
結果を切り上げて得られる複数の撮像回数で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ
、複数の時分割画像データを生成させる撮像タイミング制御手段と、生成された前記複数
の時分割画像データを合成して静止画像データを生成する合成手段とを含む。
　前記合成手段は、前記複数の撮像回数で前記分割時間だけ露光されて得られた第１の露
光量が、前記露光時間だけ露光して得られる第２の露光量よりも多い場合、前記第１の露
光量が前記第２の露光量に調整された前記静止画像データを生成するようにすることがで
きる。
【００１０】
　本発明の一側面である撮像装置は、生成された前記複数の時分割画像データの動き補正
を行う動き補正手段をさらに含むことができ、前記合成手段は、動き補正された前記複数
の時分割画像データを合成して静止画像データを生成するようにすることができる。
【００１１】
　前記第２の決定手段は、検出された前記輝度に基づいて前記分割時間を決定するように
することができる。
【００１２】
　前記第２の決定手段は、前記第１の決定手段により前記輝度に基づいて決定された前記
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露光時間に基づき、前記分割時間を決定するようにすることができる。
【００１３】
　本発明の一側面である撮像装置は、前記露光時間に対応する前記分割時間を示すテーブ
ルを保持する保持手段をさらに含むことができ、前記第２の決定手段は、前記テーブルを
参照して前記露光時間に対応する前記分割時間を決定するようにすることができる。
【００１４】
　前記保持手段は、露光回数優先モードに対応するテーブル、分割時間優先モードに対応
するテーブル、モード遷移モードに対応するテーブル、または曲線モードに対応するテー
ブルのうち、少なくとも一つの前記テーブルを保持するようにすることができる。
【００１５】
　本発明の一側面である撮像方法は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備
えた撮像装置の撮像方法において、前記被写体の輝度を検出し、検出された前記輝度に基
づいて露光時間を決定し、前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定し
、前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得られる複数の撮像回数
で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生成させ、生
成された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを生成するステップを含
む。
【００１６】
　本発明の一側面であるプログラムは、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を
備えた撮像装置を制御するためのプログラムであって、前記被写体の輝度を検出させ、検
出された前記輝度に基づいて露光時間を決定し、前記露光時間を複数の区間に分割するた
めの分割時間を決定し、前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得
られる複数の撮像回数で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像
データを生成させ、生成された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを
生成させるステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
【００１７】
　本発明の一側面においては、前記被写体の輝度が検出され、検出された前記輝度に基づ
いて露光時間が決定され、前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間が決定さ
れる。そして、前記露光時間が前記分割時間で除算された除算結果が切り上げられて得ら
れる複数の撮像回数で、前記撮像素子が前記分割時間だけ露光され、複数の時分割画像デ
ータが生成され、生成された前記複数の時分割画像データが合成されて静止画像データが
生成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の一側面によれば、静止画像の撮影時において、露出時間が比較的長くても手ぶ
れの影響を抑止することができる。また、本発明の一側面によれば、複数の画像データを
合成することによって生じる画質劣化を抑止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書または図面に記
載の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポ
ートする実施の形態が、明細書または図面に記載されていることを確認するためのもので
ある。従って、明細書または図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する
実施の形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは
、その実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない
。逆に、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そ
のことは、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであるこ
とを意味するものでもない。
【００２０】
　本発明の一側面である撮像装置（例えば、図１のデジタルスチルカメラ１）は、被写体
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の光学像を電気信号に変換する撮像素子（例えば、図１の撮像素子１２）を備えた撮像装
置において、前記被写体の輝度を検出する検出手段（例えば、図１の輝度検出部１４）と
、検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定する第１の決定手段（例えば、図２の露
光時間決定部３１）と、前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定する
第２の決定手段（例えば、図２の分割時間決定部３２）と、前記露光時間を前記分割時間
で除算した除算結果を切り上げて得られる複数の撮像回数で、前記撮像素子を前記分割時
間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生成させる撮像タイミング制御手段（例えば
、図２の撮像タイミング制御部３４）と、生成された前記複数の時分割画像データを合成
して静止画像データを生成する合成手段（例えば、図１の加算処理部２０）とを含む。
【００２１】
　本発明の一側面である撮像装置は、生成された前記複数の時分割画像データの動き補正
を行う動き補正手段（例えば、図１の動き補正部１９）をさらに含むことができ、前記合
成手段は、動き補正された前記複数の時分割画像データを合成して静止画像データを生成
するようにすることができる。
【００２２】
　本発明の一側面である撮像装置は、前記露光時間に対応する前記分割時間を示すテーブ
ルを保持する保持手段（例えば、図２の露光時間－分割時間テーブルメモリ３３）をさら
に含むことができ、前記第２の決定手段は、前記テーブルを参照して前記露光時間に対応
する前記分割時間を決定するようにすることができる。
【００２３】
　本発明の一側面である撮像方法は、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を備
えた撮像装置の撮像方法において、前記被写体の輝度を検出し（例えば、図７のステップ
Ｓ１）、検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定し（例えば、図７のステップＳ２
）、前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定し（例えば、図７のステ
ップＳ３）、前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切り上げて得られる複数
の撮像回数で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の時分割画像データを生
成させ（例えば、図７のステップＳ８）、生成された前記複数の時分割画像データを合成
して静止画像データを生成する（例えば、図７のステップＳ１１）ステップを含む。
【００２４】
　本発明の一側面であるプログラムは、被写体の光学像を電気信号に変換する撮像素子を
備えた撮像装置を制御するためのプログラムであって、前記被写体の輝度を検出させ（例
えば、図７のステップＳ１）、検出された前記輝度に基づいて露光時間を決定し（例えば
、図７のステップＳ２）、前記露光時間を複数の区間に分割するための分割時間を決定し
（例えば、図７のステップＳ３）、前記露光時間を前記分割時間で除算した除算結果を切
り上げて得られる複数の撮像回数で、前記撮像素子を前記分割時間だけ露光させ、複数の
時分割画像データを生成させ（例えば、図７のステップＳ８）、生成された前記複数の時
分割画像データを合成して静止画像データを生成させる（例えば、図７のステップＳ１１
）ステップを含む処理をコンピュータに実行させる。
【００２５】
　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００２６】
　図１は本発明の一実施の形態であるデジタルスチルカメラ構成例を示している。このデ
ジタルスチルカメラ１は、被写体の静止画像を撮像するに際し、被写体の輝度に基づいて
決定される露光時間を複数に分割して複数回撮影し、その結果得られる画像データ（以下
、時分割画像データと称する）を加算し、この加算結果を静止画像の画像データとして記
録媒体２２に記録するものである。
【００２７】
　デジタルスチルカメラ１は、被写体の光学像を撮像素子１２に集束させるレンズ群１１
、集束された光学像を電気信号に変換するCCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Compl
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ementary Metal-Oxide Semiconductor)などからなる撮像素子１２、撮像素子１２から入
力される電気信号に基づいて時分割画像データを生成する信号処理部１３、信号処理部１
３から入力される時分割画像データに基づいて被写体の輝度を検出する輝度検出部１４、
および、検出された輝度に基づいて撮像素子１２の露光タイミングを制御する露光制御部
１５から構成される。
【００２８】
　さらに、デジタルスチルカメラ１は、信号処理部１３から入力される時分割画像データ
を一時的に保持するとともに複数の時分割画像データの加算結果（以下、加算画像データ
と称する）も保持するメモリ１６、信号処理部１３から入力される時分割画像データにお
ける動きを検出する動き検出部１７、検出された時分割画像データにおける動きと露光制
御部１５から供給される露光条件に基づいて補正量を決定する動き補正制御部１８、決定
された補正量に従ってメモリ１６に保持されている時分割画像データを補正する動き補正
部１９、メモリ１６に保持されている加算画像データに動き補正済みの時分割画像データ
を加算する加算処理部２０、メモリ１６に保持されている加算画像データを読み出して記
録媒体２２に記録する記録部２１、半導体メモリなどからなる記録媒体２２から構成され
る。
【００２９】
　次に、図２は露光制御部１５の詳細な構成例を示している。露光制御部１５は、輝度検
出部１４から入力される被写体の輝度に基づき、既存のＡＥ（自動露光制御）技術に従っ
て露光時間を決定する露光時間決定部３１、露光時間－分割時間テーブルメモリ３３に保
持されている露光時間－分割時間テーブルを参照し、露光時間決定部３によって決定され
た露光時間に対応する分割時間を決定する分割時間決定部３２、マスクROMまたはEEPROM
などからなり図３乃至図６に示す４種類のモードにそれぞれ対応する４種類の露光時間－
分割時間テーブルのうちの少なくとも１つが予め保持されている露光時間－分割時間テー
ブルメモリ３３、および、決定された露光時間を分割時間で割って露光回数Ｎを算出し、
撮像素子１２を分割時間ずつＮ回露光させる撮像タイミング制御部３４から構成される。
【００３０】
　次に、露光時間－分割時間テーブルメモリ３３に予め保持されている４種類のモード（
露光回数優先モード、分割時間優先モード、モード遷移モード、および曲線モード）にそ
れぞれ対応する露光時間－分割時間テーブルについて説明する。なお、撮影時にいずれの
モードとするかは、ユーザが任意に設定可能である。
【００３１】
　図３は、露光回数（加算枚数）優先モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一
例を示している。露光時間と分割時間の対応関係は同図に実太線で示す折れ線のとおりで
ある。露光回数優先モードは、加算する時分割画像データの数が増えることによるデメリ
ットを低減させることを目的とし、露光回数（加算枚数）がなるべく少なくなるようにし
たモードである。ただし、露光時間が比較的長くなる場合、露光回数（加算枚数）は増加
させざるを得ない。
【００３２】
　図４は、分割時間優先モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示してい
る。露光時間と分割時間の対応関係は同図に実太線で示す折れ線のとおりである。分割時
間優先モードは、加算する時分割画像データそれぞれにおいて動き（ブレ、滲み）が少な
い方が望ましいという考えに基づき、１回当たりの露光（分割時間）がなるべく短くなる
ようにしたモードである。図４の例では、露光回数が４回になるまで最初の分割時間（１
／４０）が維持されるようになされており、露光回数が５回以上になっても、分割時間が
なるべく短くなるように制限されている。
【００３３】
　図５は、モード遷移モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示している
。露光時間と分割時間の対応関係は同図に実太線で示す折れ線のとおりである。モード遷
移モードは、比較的露光時間が短いときには上述した分割時間優先モードと同様、１回当
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たりの露光（分割時間）がなるべく短くなるようになされており、露光時間が長くなって
きたときには露光回数優先モードと同様に露光回数（加算枚数）がなるべく少なくなるよ
うになされているモードである。
【００３４】
　図６は、曲線モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示している。露光
時間と分割時間の対応関係は同図に実太線で示す曲線のとおりである。曲線モードは、上
述した他のモードのように露光時間と分割時間の対応関係が階段状に変化するのではなく
、曲線状に変化するようになされている。
【００３５】
　なお、上述したいずれのモードに対応する露光時間－分割時間テーブルも実験結果に基
づいて作成されるものであり、露光時間の値に拘わらず、分割時間が手ブレの発生を抑え
る程度に短く、且つ、十分なＳＮ比が得られるようになされている。
【００３６】
　次に、デジタルスチルカメラ１による撮像処理について、図７のフローチャートを参照
して説明する。この撮像処理は、例えば、デジタルスチルカメラ１のシャッタボタン（不
図示）がユーザによって押下されたときに開始される。なお、分割時間決定部３２によっ
て参照される露光時間－分割時間テーブルのモードは予め選択されているものとする。ま
た、レンズ群１１、撮像素子１２および信号処理部１３は既に動作を開始しており、輝度
検出部１４には信号処理部１３から所定の周期で画像データ（輝度検出用のもの）が供給
されているものとする。
【００３７】
　ステップＳ１において、輝度検出部１４は、信号処理部１３から供給された画像データ
に基づいて被写体の輝度を検出して露光制御部１５に出力する。ステップＳ２において、
露光制御部１５の露光時間決定部３１は、輝度検出部１４から入力された被写体の輝度に
基づいて露光時間Ｔを決定し、分割時間決定部３２および撮像タイミング制御部３４に通
知する。
【００３８】
　ステップＳ３において、分割時間決定部３２は、露光時間－分割時間テーブルメモリ３
３に保持されている、ユーザによって選択されているモードに対応する露光時間－分割時
間テーブルを参照することによって、露光時間決定部３１で決定された露光時間Ｔに対応
する分割時間Texを決定して撮像タイミング制御部３４に通知する。
【００３９】
　ステップＳ４において、撮像タイミング制御部３４は、露光時間Ｔを分割時間Texで除
算し、除算結果を切り上げて撮像回数Ｎを算出し、ステップＳ５において、回数パラメー
タｎを０に初期化する。
【００４０】
　ステップＳ６において、撮像タイミング制御部３４は、回数パラメータｎが撮影回数Ｎ
と同値であるか否かを判定し、回数パラメータｎが撮影回数Ｎと同値ではないと判定した
場合、処理をステップＳ７に進める。
【００４１】
　ステップＳ７において、撮像タイミング制御部３４は、回数パラメータｎを１だけイン
クリメントする。ステップＳ８において、撮像タイミング制御部３４は、撮像素子１２を
制御してｎ回目の時分割画像データＰｎを撮影するための露光を分割時間Texだけ実行さ
せる。撮像タイミング制御部３４からの制御により、撮像素子１２は、分割時間Texだけ
露光した結果得られる電気信号を信号処理部１３に出力し、信号処理部１３は、ｎ回目の
露光による時分割画像データＰｎを生成してメモリ１６および動き検出部１７に出力する
。
【００４２】
　なお、最終回のＮ回目の露光も分割時間Texだけ実行させる。これは、最終回のＮ回目
の露光を、露光時間に合わせるために分割時間Tex以下の時間（Ｔ－（Ｎ－１）・Tex）と
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してしまうと、ＳＮ比の高い時分割画像を得ることができなくなってしまうからである。
最終回のＮ回目が若干露光過多であっても、後段の加算処理部２０においてゲインコント
ロールを行い露光過多の帳尻合わせを行うので問題ない。
【００４３】
　ステップＳ９において、メモリ１６は、信号処理部１３から入力された時分割画像デー
タＰｎを保持するとともに、それまで保持していた１枚前の時分割画像データＰ（ｎ－１
）を動き検出部１７に出力する。ステップＳ１０において、動き検出部１７は、メモリ１
６から入力された時分割画像データＰ（ｎ－１）と比較することにより、信号処理部１３
から入力された時分割画像データＰｎ上における被写体の動きを検出し、検出結果を動き
補正制御部１８に通知する。動き補正制御部１８は、通知された検出結果と露光制御部１
５から供給される露光条件（露光時間Ｔ、分割時間Texなど）に基づき、動き補正量を決
定して動き補正部１９に通知する。この通知に従い、動き補正部１９は、メモリ１６から
時分割画像データＰｎを読み出して動き補正を行い、動き補正後の時分割画像データＰ’
ｎを加算処理部２０に出力する。
【００４４】
　ステップＳ１１において、加算処理部２０は、１枚目の時分割画像データＰ１から動き
補正済みの（ｎ－１）枚目の時分割画像データＰ’（ｎ－１）までが加算されている加算
画像データＰＳ（ｎ－１）をメモリ１６から読み出し、動き補正部１９から入力された動
き補正後の時分割画像データＰ’ｎを加算して、その結果得られた加算画像データＰＳｎ
をメモリ１６に保持させる。
【００４５】
　なお、信号処理部１３から出力された１枚目の時分割画像データＰ１に対しては、動き
補正および１枚前までの加算画像との加算処理は行わない。
【００４６】
　この後、処理はステップＳ６に戻り、それ以降の処理が繰り返される。そしてステップ
Ｓ６において、回数パラメータｎが撮影回数Ｎと同値であると判定された場合、処理はス
テップＳ１２に進められる。
【００４７】
　ステップＳ１２において、記録部２１は、メモリ１６に保持されている、１枚目の時分
割画像データＰ１から動き補正済みのＮ枚目の時分割画像データＰ’Ｎまでが加算されて
いる加算画像データＰＳＮを、今回の撮影した静止画像の画像データとして記録媒体２２
に記録する。
【００４８】
　以上で撮像処理が終了され、次にシャッタボタンが押下されるまで待機することになる
。
【００４９】
　なお、ステップＳ１０における時分割画像データの動きを補正する処理は、ユーザの設
定により実行しないようにしてもよい。
【００５０】
　以上説明したように、本発明を適用したデジタルスチルカメラ１による撮像処理によれ
ば、長時間露光が必要な低照度環境下において、分割時間を最適に決定することによって
、時分割画像データを加算することによって生じる像ブレを最小限にし、動き検出におい
てノイズによる誤検出を防止し、かつ像ブレを最小限に抑制した画像を得ることが可能と
なる。
【００５１】
　また、撮影に必要とされる露光時間を分割時間で分割して露光することによって、露光
時間を分割しない場合と比較して１回の露光時間に得られる信号に含まれる像ブレを抑圧
することが可能となる。その際に露光時間の短縮に伴うＳＮ比の劣化は、信号を加算する
ことによって補うことが可能である。
【００５２】
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　さらに、より低照度の環境下においては分割時間が長くなるのでＳＮ比が劣化せず、ノ
イズによる誤検出を減少させることが可能である。また、低照度の環境下では必要な露光
時間が長くなるが、分割時間も長くなるため、時分割画像データの加算枚数は必要な露光
時間に比例して増えることはないので、加算による像ブレを防ぐことが可能となる。
【００５３】
　ところで上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフ
トウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場
合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれて
いるコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を
実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からイン
ストールされる。
【００５４】
　このプログラムは、記録媒体に格納された状態でパーソナルコンピュータに供給され、
ユーザからのコマンドに対応するCPUの指令によってRAMにロードされて実行される。
【００５５】
　なお、本明細書において、プログラムに基づいて実行されるステップは、記載された順
序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、
並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００５６】
　また、プログラムは、１台のコンピュータにより処理されるものであってもよいし、複
数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、
遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであってもよい。
【００５７】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明を適用したデジタルスチルカメラの構成例を示すブロック図である。
【図２】露光制御部の構成例を示すブロック図である。
【図３】露光回数優先モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示す図であ
る。
【図４】分割時間優先モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示す図であ
る。
【図５】モード遷移モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示す図である
。
【図６】曲線モードに対応する露光時間－分割時間テーブルの一例を示す図である。
【図７】デジタルスチルカメラ１による撮像処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００５９】
　１　デジタルスチルカメラ，　１１　レンズ群，　１２　撮像素子，　１３　信号処理
部，　１４　輝度検出部，　１５　露光制御部，　１６　メモリ，　１７　動き検出部，
　１８　動き補正制御部，　１９　動き補正部，　２０　加算処理部，　２１　記録部，
　２２　記録媒体，　３１　露光時間決定部，　３２　分割時間決定部，　３３　露光時
間－分割時間テーブルメモリ，　３４　撮像タイミング制御部
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